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〇
経
済
産
業
省
令
第
六
十
三
号

高
圧
ガ
ス
保
安
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
号
）
第
四
十
五
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
四
十
八
条
第
一
項
第

五
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
容
器
保
安
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
定
め
る
。

令
和
四
年
七
月
二
十
九
日

経
済
産
業
大
臣
臨
時
代
理

国
務
大
臣

山
際
大
志
郎

容
器
保
安
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

容
器
保
安
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
通
商
産
業
省
令
第
五
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
は
、
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲

げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。

改

正

後

改

正

前
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（
用
語
の
定
義
）

（
用
語
の
定
義
）

第
二
条

こ
の
規
則
に
お
い
て
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語

第
二
条

こ
の
規
則
に
お
い
て
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語

の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に

の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
る
。

よ
る
。

一
～
十
一
の
二

［
略
］

一
～
十
一
の
二

［
略
］

十
一
の
三

医
療
用
酸
素
用
一
般
複
合
容
器

ア
ル
ミ

［
新
設
］

ニ
ウ
ム
合
金
ラ
イ
ナ
ー
製
一
般
複
合
容
器
の
う
ち
、

医
療
用
の
圧
縮
酸
素
を
充
塡
す
る
た
め
の
容
器

十
二
～
二
十
二

［
略
］

十
二
～
二
十
二

［
略
］

二
十
二
の
二

Ｆ
Ｃ
四
類
容
器

液
化
フ
ル
オ
ロ
カ
ー

［
新
設
］

ボ
ン
（
可
燃
性
ガ
ス
及
び
毒
性
ガ
ス
を
除
く
。
）
で

あ
つ
て
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
又
は
前
三

号
に
掲
げ
る
ガ
ス
を
充
塡
す
る
容
器
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イ

温
度
四
十
八
度
に
お
け
る
圧
力
の
数
値
の
三
分

の
五
倍
が
六
・
〇
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
以
下
で
あ
る
も

の
ロ

温
度
六
十
度
に
お
け
る
圧
力
の
数
値
が
四
・
八

メ
ガ
パ
ス
カ
ル
以
下
で
あ
る
も
の

二
十
三

Ｆ
Ｃ
容
器

Ｆ
Ｃ
一
類
容
器
、
Ｆ
Ｃ
二
類
容

二
十
三

Ｆ
Ｃ
容
器

Ｆ
Ｃ
一
類
容
器
、
Ｆ
Ｃ
二
類
容

器
、
Ｆ
Ｃ
三
類
容
器
及
び
Ｆ
Ｃ
四
類
容
器

器
及
び
Ｆ
Ｃ
三
類
容
器

二
十
四
～
二
十
五
の
二

［
略
］

二
十
四
～
二
十
五
の
二

［
略
］

二
十
六

耐
圧
試
験
圧
力

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る

二
十
六

耐
圧
試
験
圧
力

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る

種
類
の
高
圧
ガ
ス
を
充
塡
す
る
容
器
に
応
じ
て
、
同

種
類
の
高
圧
ガ
ス
を
充
塡
す
る
容
器
に
応
じ
て
、
同

表
の
下
欄
に
掲
げ
る
圧
力
（
次
号
か
ら
第
二
十
八
号

表
の
下
欄
に
掲
げ
る
圧
力
（
次
号
か
ら
第
二
十
八
号

の
二
ま
で
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。
）

の
二
ま
で
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。
）

高
圧
ガ
ス
の
種
類

圧

力

高
圧
ガ
ス
の
種
類

圧

力
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（
単
位

（
単
位

メ
ガ

メ
ガ

パ
ス
カ

パ
ス
カ

ル
）

ル
）

［
略
］

［
略
］

［
略
］

［
略
］

［
略
］

［
略
］

［
略
］

［
略
］

［
略
］

［
略
］

液
化
ガ

［
略
］

［
略
］

液
化
ガ

［
略
］

［
略
］

ス
（
超

ス
（
超

低
温
容

［
略
］

［
略

［
略
］

低
温
容

［
略
］

［
略

［
略
］

器
、
低

］

器
、
低

］

温
容
器

液
化
臭
化
水
素

Ａ

六
・
七

温
容
器

液
化
臭
化
水
素

Ａ

六
・
七

及
び
液

Ｂ

七
・
六

及
び
液

Ｂ

七
・
六

化
天
然

Ｆ
Ｃ
四
類
容
器
に

Ａ

六
・
〇

化
天
然

［
新
設
］

［
新

［
新
設



- 5 -

ガ
ス
自

充
塡
す
る
ガ
ス

ガ
ス
自

設
］

］

動
車
燃

動
車
燃

料
装
置

液
化
硫
化
水
素

Ａ

五
・
二

料
装
置

液
化
硫
化
水
素

Ａ

五
・
二

用
容
器

Ｂ

六
・
四

用
容
器

Ｂ

六
・
四

に
充
塡

［
略
］

［
略

［
略
］

に
充
塡

［
略
］

［
略

［
略
］

す
る
も

］

す
る
も

］

の
を
除

［

略

［
略
］

［
略

［
略
］

の
を
除

［

略

［
略
］

［
略

［
略
］

く
。
）

］

］

く
。
）

］

］

［
略
］

［
略

［
略
］

［
略
］

［
略

［
略
］

］

］

［
略
］

［
略
］

［
略
］

［
略
］
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［
略
］

［
略

［
略
］

［
略
］

［
略

［
略
］

］

］

備
考

備
考

［
略
］

［
略
］

二
十
七
～
三
十
四

［
略
］

二
十
七
～
三
十
四

［
略
］

（
刻
印
等
の
方
式
）

（
刻
印
等
の
方
式
）

第
八
条

法
第
四
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
刻
印

第
八
条

法
第
四
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
刻
印

を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
容
器
の
厚
肉
の
部
分
の
見
や

を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
容
器
の
厚
肉
の
部
分
の
見
や

す
い
箇
所
に
、
明
瞭
に
、
か
つ
、
消
え
な
い
よ
う
に
次

す
い
箇
所
に
、
明
瞭
に
、
か
つ
、
消
え
な
い
よ
う
に
次

の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
そ
の
順
序
で
刻
印
し
な
け
れ

の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
そ
の
順
序
で
刻
印
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

［
略
］

一
・
二

［
略
］
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三

充
塡
す
べ
き
高
圧
ガ
ス
の
種
類
（
Ｐ
Ｇ
容
器
に
あ

三

充
塡
す
べ
き
高
圧
ガ
ス
の
種
類
（
Ｐ
Ｇ
容
器
に
あ

つ
て
は
Ｐ
Ｇ
、
Ｓ
Ｇ
容
器
に
あ
つ
て
は
Ｓ
Ｇ
、
Ｆ
Ｃ

つ
て
は
Ｐ
Ｇ
、
Ｓ
Ｇ
容
器
に
あ
つ
て
は
Ｓ
Ｇ
、
Ｆ
Ｃ

一
類
容
器
に
あ
つ
て
は
Ｆ
Ｃ
１
、
Ｆ
Ｃ
二
類
容
器
に

一
類
容
器
に
あ
つ
て
は
Ｆ
Ｃ
１
、
Ｆ
Ｃ
二
類
容
器
に

あ
つ
て
は
Ｆ
Ｃ
２
、
Ｆ
Ｃ
三
類
容
器
に
あ
つ
て
は
Ｆ

あ
つ
て
は
Ｆ
Ｃ
２
、
Ｆ
Ｃ
三
類
容
器
に
あ
つ
て
は
Ｆ

Ｃ
３
、
Ｆ
Ｃ
四
類
容
器
に
あ
つ
て
は
Ｆ
Ｃ
４
、
圧
縮

Ｃ
３
、
圧
縮
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
に

天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
に
あ
つ
て
は
Ｃ

あ
つ
て
は
Ｃ
Ｎ
Ｇ
、
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用

Ｎ
Ｇ
、
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
国
際

容
器
、
国
際
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、

圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
圧
縮
水
素
二

圧
縮
水
素
二
輪
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
及
び
圧
縮

輪
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
及
び
圧
縮
水
素
運
送
自

水
素
運
送
自
動
車
用
容
器
に
あ
つ
て
は
Ｃ
Ｈ
Ｇ
、
液

動
車
用
容
器
に
あ
つ
て
は
Ｃ
Ｈ
Ｇ
、
液
化
天
然
ガ
ス

化
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
に
あ
つ
て
は

自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
に
あ
つ
て
は
Ｌ
Ｎ
Ｇ
、
そ

Ｌ
Ｎ
Ｇ
、
そ
の
他
の
容
器
に
あ
つ
て
は
高
圧
ガ
ス
の

の
他
の
容
器
に
あ
つ
て
は
高
圧
ガ
ス
の
名
称
、
略
称

名
称
、
略
称
又
は
分
子
式
）

又
は
分
子
式
）
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三
の
二

医
療
用
酸
素
用
一
般
複
合
容
器
に
あ
つ
て
は

［
新
設
］

、
前
号
に
掲
げ
る
事
項
に
続
け
て
、
そ
の
旨
の
表
示

（
記
号

Ｍ
Ｅ
Ｄ
）

四

圧
縮
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
に
あ
つ

四

圧
縮
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
に
あ
つ

て
は
、
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
に
続
け
て
、
次
に
掲

て
は
、
前
号
に
掲
げ
る
事
項
に
続
け
て
、
次
に
掲
げ

げ
る
圧
縮
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
の
区

る
圧
縮
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
の
区
分

分
及
び
当
該
容
器
が
荷
室
用
容
器
で
あ
る
場
合
に
あ

及
び
当
該
容
器
が
荷
室
用
容
器
で
あ
る
場
合
に
あ
つ

つ
て
は
そ
の
旨
の
表
示
（
記
号

Ｒ
）

て
は
そ
の
旨
の
表
示
（
記
号

Ｒ
）

イ
～
ハ

［
略
］

イ
～
ハ

［
略
］

四
の
二
～
十
五

［
略
］

四
の
二
～
十
五

［
略
］

２

［
略
］

２

［
略
］

３

法
第
四
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
標
章
を
掲

３

法
第
四
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
標
章
を
掲

示
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
容
器
の

示
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
容
器
の
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区
分
に
応
じ
て
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
方
式
に

区
分
に
応
じ
て
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
方
式
に

従
つ
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

従
つ
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
二

［
略
］

一
～
二

［
略
］

三

前
項
第
四
号
に
掲
げ
る
容
器

票
紙
に
次
に
掲
げ

三

前
項
第
四
号
に
掲
げ
る
容
器

票
紙
に
次
に
掲
げ

る
事
項
を
そ
の
順
序
で
明
瞭
に
、
か
つ
、
消
え
な
い

る
事
項
を
そ
の
順
序
で
明
瞭
に
、
か
つ
、
消
え
な
い

よ
う
に
表
示
し
た
も
の
を
、
フ
ー
プ
ラ
ッ
プ
層
の
見

よ
う
に
表
示
し
た
も
の
を
、
フ
ー
プ
ラ
ッ
プ
層
の
見

や
す
い
箇
所
に
巻
き
込
む
方
式
と
す
る
。
た
だ
し
、

や
す
い
箇
所
に
巻
き
込
む
方
式
と
す
る
。
た
だ
し
、

最
外
層
に
炭
素
繊
維
又
は
ア
ラ
ミ
ド
繊
維
を
用
い
る

最
外
層
に
炭
素
繊
維
又
は
ア
ラ
ミ
ド
繊
維
を
用
い
る

容
器
そ
の
他
の
当
該
方
式
が
困
難
な
容
器
に
あ
つ
て

容
器
そ
の
他
の
当
該
方
式
が
困
難
な
容
器
に
あ
つ
て

は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
箔
に
そ
の

は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
箔
に
そ
の

順
序
で
明
瞭
に
、
か
つ
、
消
え
な
い
よ
う
に
打
刻
又

順
序
で
明
瞭
に
、
か
つ
、
消
え
な
い
よ
う
に
打
刻
又

は
印
字
し
た
も
の
（
た
だ
し
、
第
一
項
第
一
号
に
掲

は
印
字
し
た
も
の
（
た
だ
し
、
第
一
項
第
一
号
に
掲

げ
る
事
項
は
打
刻
に
限
る
。
）
を
、
容
器
胴
部
の
外

げ
る
事
項
は
打
刻
に
限
る
。
）
を
、
容
器
胴
部
の
外
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面
に
取
れ
な
い
よ
う
に
貼
付
す
る
こ
と
を
も
つ
て
こ

面
に
取
れ
な
い
よ
う
に
貼
付
す
る
こ
と
を
も
つ
て
こ

れ
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

れ
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

イ
～
ハ

［
略
］

イ
～
ハ

［
略
］

ニ

医
療
用
酸
素
用
一
般
複
合
容
器
に
あ
つ
て
は
、

［
新
設
］

そ
の
旨
の
表
示
（
記
号

Ｍ
Ｅ
Ｄ
）

ホ
～
ル

［
略
］

ニ
～
ヌ

［
略
］

三
の
二
～
七

［
略
］

三
の
二
～
七

［
略
］

４

［
略
］

４

［
略
］

（
容
器
再
検
査
の
期
間
）

（
容
器
再
検
査
の
期
間
）

第
二
十
四
条

法
第
四
十
八
条
第
一
項
第
五
号
の
経
済
産

第
二
十
四
条

法
第
四
十
八
条
第
一
項
第
五
号
の
経
済
産

業
省
令
で
定
め
る
期
間
は
、
容
器
再
検
査
を
受
け
た
こ

業
省
令
で
定
め
る
期
間
は
、
容
器
再
検
査
を
受
け
た
こ

と
の
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
刻
印
等
に
お
い
て
示
さ
れ

と
の
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
刻
印
等
に
お
い
て
示
さ
れ
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た
月
（
以
下
「
容
器
検
査
合
格
月
」
と
い
う
。
）
の
前

た
月
（
以
下
「
容
器
検
査
合
格
月
」
と
い
う
。
）
の
前

月
の
末
日
（
内
容
積
が
四
千
リ
ッ
ト
ル
以
上
の
容
器
、

月
の
末
日
（
内
容
積
が
四
千
リ
ッ
ト
ル
以
上
の
容
器
、

圧
縮
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
圧
縮
水
素

圧
縮
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
圧
縮
水
素

自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
圧
縮
水
素
二
輪
自
動
車
燃

自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
圧
縮
水
素
二
輪
自
動
車
燃

料
装
置
用
容
器
、
液
化
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用

料
装
置
用
容
器
、
液
化
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用

容
器
及
び
高
圧
ガ
ス
運
送
自
動
車
用
容
器
に
あ
つ
て
は

容
器
及
び
高
圧
ガ
ス
運
送
自
動
車
用
容
器
に
あ
つ
て
は

刻
印
等
に
お
い
て
示
さ
れ
た
月
日
の
前
日
）
、
容
器
再

刻
印
等
に
お
い
て
示
さ
れ
た
月
日
の
前
日
）
、
容
器
再

検
査
を
受
け
た
こ
と
の
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
前
回
の

検
査
を
受
け
た
こ
と
の
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
前
回
の

容
器
再
検
査
合
格
時
に
お
け
る
第
三
十
七
条
第
一
項
第

容
器
再
検
査
合
格
時
に
お
け
る
第
三
十
七
条
第
一
項
第

一
号
に
基
づ
く
刻
印
又
は
同
条
第
二
項
第
一
号
に
基
づ

一
号
に
基
づ
く
刻
印
又
は
同
条
第
二
項
第
一
号
に
基
づ

く
標
章
に
お
い
て
示
さ
れ
た
月
（
以
下
「
容
器
再
検
査

く
標
章
に
お
い
て
示
さ
れ
た
月
（
以
下
「
容
器
再
検
査

合
格
月
」
と
い
う
。
）
の
前
月
の
末
日
（
内
容
積
が
四

合
格
月
」
と
い
う
。
）
の
前
月
の
末
日
（
内
容
積
が
四

千
リ
ッ
ト
ル
以
上
の
容
器
、
圧
縮
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃

千
リ
ッ
ト
ル
以
上
の
容
器
、
圧
縮
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
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料
装
置
用
容
器
、
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器

料
装
置
用
容
器
、
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器

、
圧
縮
水
素
二
輪
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
液
化
天

、
圧
縮
水
素
二
輪
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
液
化
天

然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
及
び
高
圧
ガ
ス
運
送

然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
及
び
高
圧
ガ
ス
運
送

自
動
車
用
容
器
に
あ
つ
て
は
刻
印
等
に
お
い
て
示
さ
れ

自
動
車
用
容
器
に
あ
つ
て
は
刻
印
等
に
お
い
て
示
さ
れ

た
月
日
の
前
日
）
か
ら
起
算
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
各

た
月
日
の
前
日
）
か
ら
起
算
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
各

号
に
掲
げ
る
期
間
と
す
る
。

号
に
掲
げ
る
期
間
と
す
る
。

一
～
三

［
略
］

一
～
三

［
略
］

四

一
般
複
合
容
器
（
医
療
用
酸
素
用
一
般
複
合
容
器

四

一
般
複
合
容
器
に
つ
い
て
は
、
三
年

を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
三
年

四
の
二

医
療
用
酸
素
用
一
般
複
合
容
器
に
つ
い
て
は

［
新
設
］

、
五
年

五
～
八

［
略
］

五
～
八

［
略
］

２
・
３

［
略
］

２
・
３

［
略
］
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備
考

表
中
の
［

］
は
注
記
で
あ
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
省
令
は
、
令
和
四
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
容
器
保
安
規
則
第
二
条
第
二
十
二
号
の
二
、
第
二
十
三

号
及
び
第
二
十
六
号
並
び
に
第
八
条
第
一
項
第
三
号
の
改
正
規
定
は
、
令
和
五
年
一
月
二
十
九
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
容
器
保
安
規
則
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
規
則
」
と
い
う
。
）
第

八
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
医
療
用
酸
素
用
一
般
複
合
容
器
に
な
さ
れ
て
い
る
刻
印
等
に
つ
い
て
は
、
当
該
容

器
が
こ
の
省
令
の
施
行
後
最
初
に
受
け
る
べ
き
容
器
再
検
査
の
日
ま
で
の
間
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
容
器
保
安
規

則
（
次
項
に
お
い
て
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
高
圧
ガ
ス
保
安
法
第

四
十
五
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
な
さ
れ
た
刻
印
等
と
み
な
す
。
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３

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
高
圧
ガ
ス
保
安
法
第
四
十
四
条
第
一
項
の
容
器
検
査
に
合
格
し
て
い
る
医
療
用
酸
素
用
一
般

複
合
容
器
が
こ
の
省
令
の
施
行
後
最
初
に
受
け
る
べ
き
容
器
再
検
査
の
日
に
つ
い
て
は
、
新
規
則
第
二
十
四
条
第
一
項
第
四

号
の
二
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
旧
規
則
第
二
十
四
条
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
容
器
の
再
検
査
の
期
間
に
よ
り
計
算
し

て
得
ら
れ
る
日
と
す
る
。


